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（議案第２７号） 

 

杉並区国民健康保険条例及び杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 

 

＜改正の趣旨＞ 

 区では、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷

病を負った世帯等について、保険料の減免措置に対する国による財政支援が実施されてい

ることを踏まえ、一定の国民健康保険料及び介護保険料を減免しているところである。 

 このたび、新型コロナウイルス感染症対策本部において、令和５年５月８日から、新型

コロナウイルス感染症を５類感染症に位置付ける方針が示されたことを踏まえ、国におい

て、令和４年度までで財政支援を終了することとされた。一方で、令和４年度相当分の保

険料額であって、令和４年度末に資格を取得したことにより、令和５年４月以後に普通徴

収の納期限が到来するものについては、引き続き、財政支援を実施する予定であること等

とされた。 

 このことに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免の特例措置の対象とな

る納期限の期間を延長する必要があるため、この条例案を提出する。 

なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」に諮問し、

その答申を踏まえて、作成したものである。 

 また、関連する２件の条例について、条建てで改正することとする。 

 

＜改正の概要＞ 

１ 第１条による杉並区国民健康保険条例の一部改正 

  新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免の特例措置の対象となる納期限の期間

を令和６年３月３１日まで延長する。（附則第１２条） 

２ 第２条による杉並区介護保険条例の一部改正 

  前記１と同様の改正を行う。（附則第１０条） 

 

＜実施の時期＞ 

公布の日 

 

【問合せ先】 

国保年金課、介護保険課 



（議案第２８号） 

 

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

＜改正の趣旨＞ 

特別区においては、国民健康保険事業水準の均衡を図り、安定的な事業運営に資する

ため、保険料率等について共通基準を設定することとしているところであるが、このたび、

東京都が令和５年度の「標準保険料率」を公表したことを受け、これを基準としつつ、共

通基準が改定されたところである。 

また、社会保障審議会医療保険部会において、「出産育児一時金の額は、令和４年度

の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和５年４月から全国一律で５０万円に

引き上げるべき」とされたことを踏まえ、健康保険法施行令等の一部が改正され、出産育

児一時金等の支給額が引き上げられた。 

これらのこと等に伴い、保険料率等を改定する等の必要があるため、この条例案を提

出する。 

なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」に諮問し、

その答申を踏まえて、作成したものである。 

 

＜改正の概要＞ 

１ 出産育児一時金の支給額を「４２万円」から「５０万円」に改める。（第９条） 

２ 基礎賦課額の保険料率について、所得割を「１００分の７．１６」から「１００分の

７．１７」に、被保険者均等割を「４万２，１００円」から「４万５，０００円」に

改める。（第１４条の４） 

３ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率について、所得割を「１００分の２．２８」か

ら「１００分の２．４２」に、被保険者均等割を「１万３，２００円」から「１万５，

１００円」に改め、後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額を「２０万円」から「２

２万円」に改める。（第１４条の１２及び第１４条の１６） 

４ 介護納付金賦課額の保険料率について、被保険者均等割を「１万６，６００円」から

「１万６，２００円」に改める。（第１５条の４） 

５ 一定の所得以下の世帯に対して被保険者均等割額を減額する額を保険料率の改定に伴

い改めるとともに、減額の対象となる世帯の判定に係る所得の基準を引き上げること

とする。（第１８条の２） 

６ 未就学児である被保険者に係る被保険者均等割額を減額する額を保険料率の改定に伴

い改める。（第１８条の３） 



７ 特例対象被保険者等に係る届出に当たり、雇用保険受給資格通知の提示を求められた

場合には、これを提示しなければならないこととする。（第２４条の３） 

 

＜実施の時期等＞ 

１ 令和５年４月１日から施行する。（附則第１項） 

２ 必要な経過措置を定める。（附則第２項及び第３項） 

 

 

 

【問合せ先】 

国保年金課 



（議案第２９号・３０号） 

 

 

令和５年度杉並区各会計補正予算 

 

 

今回の補正予算では、コロナワクチン接種や、国民健康保険被保険者の負担軽

減等に要する経費について、新たな事情や緊急性の観点から必要な経費を計上

するものです。 

 

 

１．議案第２９号 令和５年度杉並区一般会計補正予算（第１号）       

【概要】 

補正事業 ４事業  ４，８２３，９４６千円 

【歳出予算】 

○国民健康保険事業会計繰出金           ２７７，５７２千円 

○国民健康保険財政基盤安定繰出金        △ ２９，９８０千円 

○国民健康保険未就学児均等割保険料繰出金    △    ７９６千円 

○予防接種                  ４，５７７，１５０千円 

【歳入予算】 

○国庫支出金                 ４，５７７，９８４千円 

○都支出金                   △ ２２，６８４千円 

○繰入金                     ２６８，６４６千円 

 

２．議案第３０号 令和５年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 

【概要】 

補正事業 ６事業   △ １０，０４４千円 

【歳出予算】 

○出産育児一時金の支給               ３１，２００千円 

○一般被保険者医療給付費分           △ ４７，０２７千円 

○退職被保険者医療給付費分                 ８８千円 

○一般被保険者後期高齢者支援金等分         ４４，７９１千円 

○退職被保険者後期高齢者支援金等分             ７８千円 

○介護納付金分                 △ ３９，１７４千円 

【歳入予算】 

○国民健康保険料                △２５６，８４０千円 

○繰入金                     ２４６，７９６千円 


